
県税の情報 ～自動車税のあらまし～ 

 

○自動車税とは？ 

  毎年４月１日に運輸支局で登録されている自動車の所有者にかかる県の税金です。 

 

○自動車税の税額は？ 

  自動車の種別、用途、総排気量や最大積載量等に応じて、１年分の税額が定められてい

ます。 

  自動車の排出ガスや燃費性能等で環境への負担が小さい自動車の税額は低くなります。

（自動車税が軽減されるのは初回新規登録した自動車の翌年度分のみで、それ以降の年 

度は通常の税額に戻ります。） 

一方、初回新規登録から一定の年数を経過した自動車（ディーゼル車は 11年、ガソリ

ン車又はＬＰＧ車は 13年）の税額は高くなります。 

 

○納める方法は？ 

  毎年５月上旬に自動車税事務所から送付される納税通知書により、５月末日までに納

めます。 

  納税通知書とともにお近くの銀行や郵便局、コンビニエンスストア、ＭＭＫ端末設置の

スーパーマーケット等で自動車税を納めてください。また、クレジットカード（インター

ネットを利用する場合に限る）でも納付できます。 

 

○期限までに納めなかった場合は？ 

 納期限までに納めなかった場合は、「延滞金」がかかります。 

 また、督促状などで催告しても納付いただけない方には、法律の定めに従って、給与、

預金、自動車、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。 

 

○以下の場合にはどのような手続きが必要か？ 

・自動車を人に売ったり、譲ったりしたとき 

  運輸支局で車の名義を変更してください。これを怠ると、自動車を持っていないのに税 

金がかかることがあります。 

 

・住所を変更したとき 

  納税通知書は車検証に書いてある所有者の住所に送られます。住所を変更したときは、

運輸支局で住所の変更手続きをしてください。 

 

 



・車を使用しなくなったとき 

  運輸支局で車の抹消登録の手続きをしてください。これを怠ると、使っていない自動車

の税金がかかることがあります。 

 

○自動車税が減免となることはあるか？ 

  身体障がい者等の方が所有し、かつ使用する自動車で、一定の要件に該当する身体障が

い者等の方に対して、自動車税を減免する制度があります。 

  詳しくは、県税事務所または自動車税事務所へお問い合わせください。 

 

【自動車税についての問い合わせ先】 

三重県桑名県税事務所  ℡ ０５９４－２４－３６１２ 

〒５１１－８５６７ 桑名市中央町５丁目７１ 

三重県四日市県税事務所 ℡ ０５９－３５２－０５７５ 

〒５１０－８５１１ 四日市市新正４丁目２１－５  

三重県鈴鹿県税事務所  ℡ ０５９－３８２－８６６０ 

〒５１３－０８０９ 鈴鹿市西条５丁目１１７ 

三重県津総合県税事務所 ℡ ０５９－２２３－５０２０ 

〒５１４－８５６７ 津市桜橋３丁目４４６－３４ 

三重県松阪県税事務所  ℡ ０５９８－５０－０５１０ 

〒５１５－００１１ 松阪市高町１３８ 

三重県伊勢県税事務所  ℡ ０５９６－２７－５１２７ 

〒５１６－８５６６ 伊勢市勢田町６２８－２ 

三重県伊賀県税事務所  ℡ ０５９５－２４－８０２０ 

〒５１８－８５３３ 伊賀市四十九町２８０２ 

三重県紀州県税事務所  ℡ ０５９７－２３－３４１７ 

〒５１９－３６９５ 尾鷲市坂場西町１－１ 

三重県自動車税事務所  ℡ ０５９－２２３－５０４２ 

  〒５１４－８５６７ 津市桜橋３丁目４４６－３４ 

 

【自動車の登録手続きについての問い合わせ先】 

 中部運輸局三重運輸支局 電話：０５０－５５４０－２０５５ 

 

※ 外国語で相談したいときは、日本語を理解できる人が必要です。 

  

 

 


